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障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支

援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久
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秋
田
県
規
則
第
六
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害

者
支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支

援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
秋
田
県
規
則
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
申
請
」
の
下
に
「
、
申
出
」
を
加
え
、
同
条
中
第
十
七
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
六

号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五

法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
共
生
型
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
特
例
に
係
る
別
段
の
申
出

六

法
第
四
十
一
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
又
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事

業
の
廃
止
又
は
休
止
の
届
出

第
四
条
第
一
項
中
「
第
十
二
号
」
を
「
第
十
四
号
」
に
、
「
同
条
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
三
号
」
を
「
同
条
第
七
号
か
ら
第
十

号
ま
で
、
第
十
五
号
」
に
、
「
第
十
四
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
事
項
を
」
を
「
事
項
（
第
二
条
第
八
号
、
第
十
号
又
は
第
十
六
号
に

掲
げ
る
届
出
の
受
理
を
し
た
と
き
は
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


